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本投資法人の民事再生手続における進捗状況に関するお知らせ 

 

ニューシティ・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 20 年 10 月 9 日に再

生手続開始を申し立て、同月 14 日付で民事再生手続開始決定を受けております。 

なお、本投資法人による再生手続開始の申立てを受け、本投資法人の投資証券は、平成 20 年 11 月 10 日（月）

をもって上場廃止となる予定です。 

本投資法人は、民事再生手続における本投資法人の再生を円滑に図るべく、平成 20 年 11 月 4 日、下

記のとおり、フィナンシャル・アドバイザーを選定し、今後、当該フィナンシャル・アドバイザーとの協議

を通じて、本投資法人の再生計画スキームの構築を目指します。 

皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけするところとなったことにつき、改めてお詫び申し上げ

るとともに、役員一同、再生に向けて全力を尽くして参りますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよ

う、お願い申し上げます。 

 

記 

 

(1) フィナンシャル・アドバイザーの選定について 

本投資法人は、平成 20 年 11 月 4 日付で、日興シティグループ証券株式会社を本投資法人のフィナン

シャル・アドバイザー（以下「本フィナンシャル・アドバイザー」といいます。）に選任する旨役員会で

決議し、再生に向けたストラクチャーに関する戦略的助言、スポンサー候補者の探索及びスポンサー選

定のための入札手続の実施についての助言及び支援、スポンサーの選定に関する分析及び助言、スポン

サー候補者からの各種提案・提示条件の合理性の検証のための本投資法人（その投資口）の価値算定（プ

ライス・エバリュエーション）等の業務を委託することとし、同日付で、本フィナンシャル・アドバイ

ザーとの間でアドバイザリー契約を締結いたしました。 

 



 
  

(2) 再生計画スキーム構築の基本方針 

本投資法人は、本フィナンシャル・アドバイザーとの協議を通じて、①新スポンサーによる本投資法

人への経営参画、②投資法人間の合併及び③保有資産の売却による投資主価値の具現化を有力な再生ス

キームの選択肢として、本フィナンシャル・アドバイザーを通じて、スポンサー候補者からの再生スキ

ーム及び本投資法人に対する対価（投資口の引受や合併による場合の合併比率を含みます。）の提案を要

請し、投資主及び債権者の利益を実現し得ると考えられるスポンサー候補と十分協議・交渉等を行い、

投資主を含むステークホルダーの皆様の利益が最大限に図られるよう配慮したスポンサーの選定及び再

生計画の構築を目指して参ります。 

 

(3) 再生計画における資産運用会社の役割について 

本投資法人は、資産運用会社であるシービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会

社（以下「本資産運用会社」といいます。）に対し、平成 16年の設立以来、本投資法人の保有資産の資

産運用・管理を委託しており、本投資法人の保有資産の現況につき同社が多くの知見とノウハウを有し

ている点、また、関係当事者（信託銀行、プロパティマネジメント会社、ビルマネジメント会社等）と

の間で既に一定の協力関係を築き上げている点等を考慮し、本資産運用会社へ資産運用を継続して委託

することが、より良く本投資法人の保有資産の劣化を防ぎつつ、その維持管理業務を遂行できるものと

考え、当面、少なくとも民事再生計画策定の準備期間中、同社への資産運用の委託を継続する方針です。 

 
(4) 今後の再生計画について 

本投資法人の民事再生法による今後の予定は後記【ご参考】記載のとおりとなっており、裁判所及び

裁判所にて任命された監督委員の監督下において、投資主の皆様の利益を尊重し再生計画を策定して参

ります。 

 

 

【ご参考】本投資法人の民事再生法による今後の予定 

① 再生債権の届出期間 平成20年11月13日まで 

② 認否書の提出期限 平成20年12月11日 

③ 再生債権の一般調査期間 平成20年12月18日から平成20年12月25日まで 

④ 報告書等（民事再生法124条、125条）

の提出期限 

平成20年12月8日 

⑤ 再生計画案の提出期限 平成21年1月7日 

以 上 
 

※本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス http://www.ncrinv.co.jp/ 
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